
 

（避難支援等実施者をお願いする方へお渡しください） 

 

避難行動要支援者制度にかかる個別避難計画の 
 

  

 

 

 

 

 

 

 避難行動要支援者制度とは 
 

   

高齢者や障がいのある方のうち、災害時に支援が必要と思われる人（避難

行動要支援者）の名簿を、市があらかじめ作成します。その名簿に登録された

人のうち、自分や家族の支援だけでは避難することが困難な人で、情報提供に

同意した人の名簿を「防災ささえあい名簿」とし、自治会（地域の人）や民生

委員など(避難支援等関係者)に平常時から提供します。 

避難支援等関係者は「防災ささえあい名簿」をもとに、日頃の見守りや地域で

行う避難訓練などを通じて、災害時に円滑に避難支援等が実施できる支援体制

づくりのために活用します。            

       

 

         

 

  避難支援等実施者とは 
 

   

災害が発生しそうな場合や発生した際に、避難行動要支援者に災害に関する

情報を伝えたり、一緒に避難するなど避難支援等に協力を行う方です。 

いざという時に避難支援等に協力してもらえるよう、出来る限り避難行動要支援

者の隣近所の方々にお願いをしたいと考えています。 

しかし、避難支援等実施者の方は、避難支援等の協力に法的な責任や義務を負

うものではありません。 

 

自分とご家族の安全の確保を最優先として、自分ができる範囲での支援をお願い

します。 

また、日頃から声かけをしていただくなど、コミュニケーションをとっていただ

ければと思います。 



 

 

  個別避難計画について 
 

災害が発生した時に、避難行動要支援者の方に対する支援がスムーズに行える

ように「どこへ
．．．

」「誰と
．．

」「どのように
．．．．．

」避難をするのか、また避難の際

や避難所では「どのような
．．．．．

支援が必要なのか
．．．．．．．．

」といったことなどを、

あらかじめ決めておくものです。 

個別避難計画には、避難支援等実施者の方についても記載されます。また、こ

の個別避難計画は避難支援等関係者に平常時から提供されますので、避難支援

等実施者の方の情報についても共有されます。 

避難支援等実施者の方には、個別避難計画に記載されたご自身の情報について

情報提供に同意のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。 

 

 

★☆ お問い合わせ先 ☆★ 

伊勢市役所 高齢・障がい福祉課 

高齢福祉係  ＴＥＬ ０５９６－２１－５５５９ 

障がい福祉係 ＴＥＬ ０５９６－２１－５５５８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


